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小型家電リサイクル法の概要
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制度対象品目

• 再資源化事業計画を作成し、主務大臣（環境大臣、経産大臣）
による当該計画の認定を受けた者

＜再資源化事業計画の記載事項＞
• 引取り～処分が終了するまでの一連の行程
• 収集区域（３以上の隣接する都府県）
• 収集・運搬又は処分を行う委託者（委託者がいる場合）
• 鉄・アルミニウム・銅・金・銀・白金・パラジウム・プラスチックを高

度に分別して回収することが可能であることを証する書類 など

・再資源化事業計画の認定
・再資源化事業計画の認定を受
けた者に対する指導・助言、
報告徴収、立入検査

・市町村に対する支援
・国民への普及啓発 など

国の役割
認定事業者

携帯電話、ゲーム機、デジタル
カメラ等の28品目

○ 使用済小型電子機器等の再資源化事業を行おうとする者が再資源化事業計画を作成し、主務大臣の認定を受けることで、

市町村等の廃棄物処理業の許可を不要とし、使用済小型電子機器等の再資源化を促進する制度。

○ 認定事業者は、使用済小型家電の広域的かつ効率的な回収が可能となるため、規模の経済を働かせ、採算性を確保しつつ、

再資源化事業を実施することが期待される。



１．小型家電の回収実績について
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小型家電がリサイクル事業者の元に回収された実績

3

○ 令和5年度における小型家電の回収量は86,410トンとなっており、令和4年度に比べて、市町村からの回収量は微増、直接

回収量は減少しており、全体としては約3％の減少となった。

小型家電の回収量 目標：令和5年度までに年間140,000トン

市町村からの回収量
市町村が回収し、認定事業者も
しくはそれ以外の処理事業者
に引き渡した量

直接回収量※

認定事業者が小売店等から
市町村を介さず、回収し
た量

※メーカー等から家庭系のパソコン・携帯電話を引き取ったもの及び事業者から引き取ったもので、再資源化事業計画どおり処理したものを含む（以下同じ。）

出所）平成26年度～令和6年度市町村アンケート調査、平成26年度～令和6年度認定事業者調査

目標：140,000トン



市町村からの回収方法の内訳と経年推移
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○ 令和5年度、市町村回収における回収方法別の回収量は、ピックアップ回収が最も多く19,487トン（36％）、次いで、
清掃工場への持ち込みが8,212トン（15％）となっている。

○ 令和4年度に比べて、ピックアップ回収や集団回収・市民参加型回収、その他、回収方法不明で増加し、それ以外では減少
したが、全体としては434トン増加した。

回収量の実績（トン）

• 平成25年度については回収方法別内訳データが確認できないため省略。
• ボックス回収の回収量には、「都市鉱山から作る！みんなのメダルプロジェクト」で設置した回収ボックスで回収された実績（平成29[94t]、平成30[357t]）を含む。
• 回収方法不明とは、複数の回収方法に取り組んでいるが、回収方法別の回収量を把握していない場合のこと。
• 令和4年度について「合計」が「うち、認定事業者への引渡量」を下回っているが、市町村アンケート回答自治体の総人口に比して拡大推計すると、大小関係は逆転する。

回収方法
平成

26年度
平成

27年度
平成

28年度
平成

29年度
平成

30年度
令和
元年度

令和
2年度

令和
3年度

令和
4年度

令和
5年度

割合

ボックス回収 2,765 3,720 3,779 4,442 5,040 4,889 5,097 4,867 4,750 4,533 8%

ステーション回収 5,927 7,219 8,018 9,016 10,723 11,926 11,100 11,533 9,879 7,732 14%

ピックアップ回収 22,173 25,238 26,247 26,610 28,782 22,870 22,392 20,963 19,318 19,487 36%

集団回収・市民参加
型回収

106 191 253 189 251 187 298 316 157 256 0%

イベント回収 385 500 371 449 626 478 382 354 360 348 1%

清掃工場等への持込
み

5,518 6,429 7,529 7,776 9,956 9,339 10,517 9,728 8,440 8,212 15%

戸別訪問回収 327 393 197 215 409 483 859 264 324 288 1%

その他 1,345 1,259 1,120 1,531 1,758 ,973 1,495 2,033 1,650 1,785 3%

回収方法不明 0 4,385 986 4,795 3,834 6,639 9,506 8,563 8,833 11,506 21%

合計 38,546 49,335 48,500 55,024 61,380 58,784 61,646 58,620 53,712 54,146 100%

うち、認定事業者への
引渡量

28,713 39,617 38,155 42,464 52,686 55,926 61,098 57,739 54,136 52,741 -

出所）平成27年度～令和6年度市町村アンケート調査、平成26年度～令和6年度認定事業者調査



（参考）市町村における小型家電の回収方法の例
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回収ボックスを公共施設・小売店等に設置し定期的
に回収する手法

ステーション（ごみ回収場所）ごとに定期的に行っている
資源回収と合わせて回収する手法

イベント開催の期間に限定して会場で回収を行う手法 排出された不燃ごみや資源から、小型家電を清掃工場
等で選別する手法

ボックス回収 ステーション回収

ピックアップ回収イベント回収

※小型家電リサイクルを実施する市町村は回収方法を選択できる。



直接回収における回収方法の内訳と経年推移
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○ 令和5年度、直接回収における回収方法別の回収量は、家電量販店を通じた回収が最も多く20,133トン（62％）と
なっている。

○ 令和4年度に比べて、いずれの回収方法での回収量が減少しており、全体としては2,829トンの減少となった。

回収方法
平成

25年度
平成

26年度
平成

27年度
平成

28年度
平成

29年度
平成

30年度
令和
元年度

令和
2年度

令和
3年度

令和
4年度

令和
5年度

割合

家電量販店
回収

412 7,065 12,451 13,427 15,668 21,032 22,353 23,289 23,227 21,247 20,133 62%

拠点回収 872 2,037 1,294 1,937 2,301 3,670 3,105 3,573 2,689 2,593 2,381 7%

宅配回収 0 71 956 734 888 2,136 2,801 5,798 4,972 5,467 5,271 16%

事業所からの回
収

2,181 2,771 2,942 3,318 4,429 12,180 11,780 8,183 6,916 5,787 4,480 14%

合計 3,464 11,945 17,643 19,415 23,286 39,019 40,039 40,844 37,804 35,094 32,264 100%

回収量の実績（トン）

回収ルート

事
業
所

等産
廃

市町村
による回収

認
定
事
業
者
の
処
理
施
設

認定事業者
による回収

小
売
店
等

消
費
者

※産廃回収にはメーカーが家庭系から引き取ったものも含む出所）平成26年度～令和6年度認定事業者調査



令和５年度の使用済小型家電の排出後フロー図
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◆：メーカー等から家庭系のパソコン・携帯電話を引き取った量
◎：引越業者等その他への排出を含む。
×：市町村から直接国内精錬所へ排出された量

※そのまま埋立処分、焼却後、残渣を埋立処分、破砕後、残差を埋立処分、溶融スラグ化して再利用・処分を含む。
※実績には、メーカー等から家庭系のパソコン・携帯電話を引き取ったもの及び事業者から引き取ったもので、再資源化事業計画どおり処理したものを含む。
※令和5年度については、「使用済」→「退蔵」の推計重量が負の値となったため、図中に数値は掲載せず、矢印を破線で示している。

使用中 使用済

退蔵

C to C

リユース

廃棄物処理

業者、資源回

収業者

国内リユース

業者等

海外リユース
業者等

海外スクラップ

業者等

国内製錬所等

最終処分等※

その他

適正な者

リユースor

輸出業者

不用品

回収業者

排出
小売店

引抜き

製品 資源（金属等）

一般廃棄物

事業所

産業廃棄物

★

★

▲

▲

市町村

認定事業者

7,652

4,184

20,229

1,405

2,724
7,024

75,257

◆
200

450,026 485,799

21,445

45,829
180,417

114,426

2,674

55,341

14,154

不明

87,026

9,641

7,787

15,915

31,994

21,330

120

1,285

135,421

2,458

914

4,156

56

50,650

78,283

2,674

48,007

単位：トン

市町村の回収ルート（合計：54,146）

認定事業者の回収ルート（市町村以外）（合計：32,265）

◎52,728

◎

◆

×

×

19,145

507,244

18,338

142,177

235,263

2,514

46,364

53,434

52,741

2,724

52,728

45,829

53,434

◆：メーカー等から家庭系のパソコン・携帯電話を引き取った量

-35,774



8

（参考）平成30年度の使用済小型家電の排出後フロー図
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◆：メーカー等から家庭系のパソコン・携帯電話を引き取った量
◎：引越業者等その他への排出を含む。
×：市町村から直接国内精錬所へ排出された量

使用中 使用済

退蔵

C to C

リユース

廃棄物処理
業者、資源
回収業者

国内リユース
業者等

海外リユース
業者等

海外スクラップ
業者等
1,981

国内製錬所等
227,256

最終処分等※
156,205

その他
適正な者

リユースor

輸出業者

不用品
回収業者

排出
488,046 小売店

引抜き

製品

資源（金属等）

一般廃棄物

事業所
17,644

産業廃棄物

★

★

▲

▲

市町村

認定事業者

52,686

5,806

11,632

21,441

8,694 3,952

7,449

80,304

◆
139

465,298 458,019

7,219
30,027

36,976

36,976

226,753

103,525

3,360

35,294

6,012

不明

110,231

12,637

10,207

13,868

34,118

22,745

738

7,956

106,592

1,934

720

3,467

47

38,686

44,585

53,503
68,216

44,585

3,360

3,952

37,787

単位：トン

市町村の回収ルート

認定事業者の回収ルート

◎26,051

◎26,051

◆

×

×

28,937

※ そのまま埋立処分、焼却後、残渣を埋立処分、破砕後、残差を埋立処分、溶融スラグ化して再利用・処分を含む。

※実績には、メーカー等から家庭系のパソコン・携帯電話を引き取ったもの及び事業者から引き取ったもので、再資源化事業計画どお
り処理したものを含む。



【参考】令和５年度の使用済小型家電の排出後フロー図 データ出所
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区分 出所

使用中、使用済み、
排出、退蔵、一廃、
産廃

• 消費者アンケート調査（令和6年度環境省調査結果）、製品出荷台数各種統計に基づき推計
• 「一般廃棄物／産業廃棄物」の比率：製造業者・小売店へのヒアリング調査（平成22年度環境省調査結果）に基づき推計

排出（消費者） • 消費者アンケート調査（令和6年度環境省調査結果）、製品出荷台数各種統計に基づき推計
排出（事業所） • 認定事業者の再資源化実施状況報告（令和6年度環境省調査結果）

市町村

• 取扱量：市町村アンケート調査（令和6年度環境省調査結果）、認定事業者の再資源化実施状況報告（令和6年度環境省調
査結果）

• 引渡先比率：
• 認定事業者：認定事業者の再資源化実施状況報告（令和6年度環境省調査結果）
• その他の適正な者：市町村アンケート調査（令和6年度環境省調査結果） － 認定事業者の再資源化実施状況報告（令
和6年度環境省調査結果）

• 国内精錬所等：市町村アンケート調査（令和6年度環境省調査結果） 
• 引き抜き：市町村アンケート調査（平成30年度環境省調査結果）
• 上記以外：市町村アンケート調査（平成23年度環境省調査結果）に基づき推計

小売店

• 取扱量：消費者アンケート調査（令和6年度環境省調査結果）に基づき推計
• 引渡先比率：

• 認定事業者：認定事業者の再資源化実施状況報告（令和6年度環境省調査結果）
• 認定事業者以外：小売店（大手家電流通協会、全国電機商業組合連合会、チェーンストア協会）へのアンケート調査（平
成26年度環境省調査結果）により推計

不用品回収業者

• 取扱量：消費者アンケート調査（令和6年度環境省調査結果） ＋ 引き抜き（市町村アンケート調査（平成30年度環境省調査
結果））

• 引渡先比率：不用品回収業者へのヒアリング調査（平成26年度環境省調査結果）に基づき推計
認定事業者 • 認定事業者の再資源化実施状況報告（令和6年度環境省調査結果）

その他適正な者

• 取扱量：市町村アンケート調査（令和6年度環境省調査結果） － 認定事業者の再資源化実施状況報告（令和6年度環境省
調査結果）

• 引渡先比率：認定事業者と同様の比率と仮定
廃棄物処理業者、
資源回収業者

• 引渡先比率：全国産業廃棄物処理連合会、日本鉄リサイクル工業会へのアンケート調査（平成26年度環境省調査結果）より推計
• 「国内精錬所等/最終処分等」の比率：制度検討時96品目データ合計

リユースor輸出業
者

• 引渡先比率：日本リユース機構、日本リユース業協会へのアンケート調査、輸出業者へのヒアリング調査（平成27年度環境省調査結
果）より推計

• リサイクル 「国内/海外」の比率：全国産業廃棄物処理連合会、日本鉄リサイクル工業会へのアンケート調査（平成26年度環境省調
査結果）より推計



２．市町村における取組状況



市町村の参加状況

11

○ 小型家電リサイクルの取組状況等の把握のため、市町村に対し実態調査を行った。

 調査対象：全市町村（特別区含む）1,741市町村（回収数1,686：回収率96.8％）

○ 令和6年5月現在、小型家電の回収･処理の取組については、｢実施中｣は1,458市町村、「実施に向けて調整中｣は19市町
村、合計で1,477市町村(約88％)であり、居住人口ベースでは約95％となっている。

市町村数 人口ベースでの割合

出所）平成26年度～令和6年度市町村アンケート調査

約95%
1, 477市町村
（約88%）
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地方別の参加状況
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○ ｢実施中｣の割合は、東日本で高く、西日本で低い傾向。
○ 「実施中＋実施に向けて調整中」が90％を超えているのは、東北（92.3％）と関東（94.9％）、80%未満と低いのは、
九州（75.3％）である。

実施中＋実施に向けて調整中
の市町村の割合

（今回）
令和6年
5月現在

（前回）
令和5年
6月現在

（前々回）
令和4年
7月現在

87.2% 88.2% 88.7%

92.3% 90.2% 89.0%

94.9% 94.9% 93.8%

89.4% 86.3% 85.8%

87.2% 85.7% 86.2%

82.1% 78.0% 80.8%

82.2% 76.7% 76.8%

75.3% 74.7% 71.7%

地方別の市町村参加状況（令和6年5月時点）

※各地方に含まれる都道府県は、環境省の各地方環境事務所が管轄する地域とした。
・北海道地方･･北海道
・東北地方････青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
・関東地方････茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、

静岡県

・中部地方････富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、愛知県、三重県
・近畿地方････滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
・中国地方････鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
・四国地方････徳島県、香川県、愛媛県、高知県
・九州地方････福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

出所）令和4年度～令和6年度市町村アンケート調査



都道府県別の参加状況
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○全国47都道府県のうち、90%以上の自治体が「実施中」または「実施に向けて調整中」は26都道府県。
○一方、70%未満の自治体が「実施中」または「実施に向けて調整中」は4都道府県。

：100%の自治体が「実施中」または「実施に向けて調整中」(7都道府県)

：90%以上100%未満の自治体が「実施中」または「実施に向けて調整中」(19都道府県)

：80%以上90%未満の自治体が「実施中」または「実施に向けて調整中」(10都道府県)

：70%以上80%未満の自治体が「実施中」または「実施に向けて調整中」(7都道府県)

：70%未満の自治体が「実施中」または「実施に向けて調整中」(4都道府県)

出所）令和6年度市町村アンケート調査



1,499

1,891

21,128

10,467

5,059

5,604

3,589

4,910

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

北海道地方

東北地方

関東地方

中部地方

近畿地方

中国地方

四国地方

九州地方

（トン）
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市町村における地方別の小型家電回収量（全体傾向）
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○ 令和5年度の市町村における小型家電回収量は、関東の21,128トンが最も多い。次いで、中部が10,467トンとなっている。

○ 1人あたりの年間小型家電回収量は、四国の1,144gが最も多い。次いで中国の879g、中部の646gとなっている。全国平
均は474gである（令和4年度の486g/人よりやや減少）。

市町村における小型家電回収量（令和5年度） 市町村における1人あたり※の年間小型家電回収量（令和5年度）

※小型家電回収を実施している市町村の人口の合計を分母とする。

全国：474g/人

出所）令和6年度市町村アンケート調査



市町村における人口規模別の1人あたり回収量

15

○ １人あたり回収量（g/人）は人口規模が大きくなるほど、減少する傾向が見られる。
○ 人口3万人以上5万人未満の市町村が1,020g/人と最も多い一方、人口100万人以上の市町村では、312g/人と最も

少ない。
○ 人口100万人以上の市町村では、回収量に占める直接回収量の割合が高い。

人口規模別の１人あたり回収量（g/人）

出所）令和6年度市町村アンケート調査、令和6年度認定事業者調査
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（回答した市町村の人口合計）



制度対象品目・特定対象品目の取引価格

16

○ 制度対象品目・特定対象品目の取引価格(kg単価)を比較すると、前者は後者に対して低い価格帯の割合が大きい（「逆
有償」の割合は、制度対象品目が特定対象品目の約5倍）。

○ 制度対象品目では、1円以下の低価格帯の割合が、平成25年度に約55%、令和5年度に約75％と増加している。特に、逆
有償割合が平成25年度にはほぼゼロであったが、令和5年度は約65%と、大幅に増加している。

○ 特定対象品目では、100円超の高価格帯の割合が令和5年度に約25%と、平成25年度と比較しても横ばいだが、1円以下
低価格帯の割合は約25％から約40%に増加している。

制度対象品目：①消費者が通常家庭で使用する電気機械器具であり、②効率的な収集運搬が可能であり、③経済性の面における制約が著しくないもの
として国がガイドラインにおいて指定する品目。

特定対象品目：資源性と分別のしやすさから携帯電話やデジタルカメラなど市町村が特に回収するべき品目として国がガイドラインにおいて指定する品目。
携帯電話、パーソナルコンピュータ等。

出所）平成26年度、令和6年度認定事業者調査
 環境省、経済産業省、使用済小型電子機器等の回収に係るガイドライン（Ver.1.2）p.7-9、平成30年6月

制度対象品目・特定対象品目別の取引価格(kg単価)
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 制度対象品目には、制度対象品目全て、制度対象品目から高品位品を除いたもの等を含む。
 特定対象品目には、特定対象品目全て、携帯のみの場合、パソコンのみの場合等も含む。
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市町村から事業者の引渡価格の経年変化
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N=598

N=808

N=747

N=827

N=949

N=1,285

N=374

N=1,040

N=987

N=1,089

N=1,060

特定対象品目

N=314

N=704

N=794

N=960

N=1,440

N=1,218

N=120

N=971

N=1,141

N=1,187

N=1,177

出所）平成26年度～令和6年度認定事業者調査

制度対象品目
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市町村における回収方法の割合

18

○ 回収方法は、ボックス回収(57.5％)が最も多く、次いでピックアップ回収(37.9％)、清掃工場等への持込み(36.4％)と
なっている。

○ 平成25年度と比較すると、ボックス回収、清掃工場への持ち込み、ステーション回収の割合が増加し、ピックアップ回収の割合が
若干減少した。

市町村の回収方法の傾向（令和5年度）

平成
25年度

46.5%

39.7%

21.3%

-

13.5%

17.2%

2.3%

1.7%

5.5%

出所）平成26年度、令和6年度市町村アンケート調査 ※平成25年度は小型家電の回収を「実施中」、「実施に向けて調整中」と回答した市町村を対象



３．認定事業者の取組状況（回収）



認定事業者の分布状況（全国60者）
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㈱リーテム
㈱フューチャー･エコロジー
JX金属商事㈱
㈱ブロードリンク
永和鐵鋼㈱
リバー㈱

㈱アビヅ
㈱紅久商店
トヨキン㈱
トーエイ㈱
リネットジャパンリ
サイクル㈱
豊通マテリアル㈱
朝日金属㈱
吉良開発㈱

㈱イボキン
㈱アール･ビー･エヌ
マキウラ鋼業㈱
木村工業㈱

金城産業㈱

㈱エコリサイクル

ハリタ金属㈱
豊富産業㈱

ミナミ金属㈱

㈱エコネコル
㈱ヤマモト
㈱西商店

安田金属㈱
㈱イー･アール･ジャパン

ニッコー･ファインメック㈱

三重中央開発㈱
㈱リサイクルセン
ターナカガワ

㈱マテック

㈱鈴木商会

㈱市川環境エンジニアリング
丸源起業㈱
オリックス環境㈱

平林金属㈱

大栄環境㈱
共英製鋼㈱
中辻産業㈱
福源商事㈱

JX金属苫小牧ケミカル㈱

㈱シンコー

日本磁力選鉱㈱

柴田産業㈱

㈱水口テクノス

三木鋼業㈱

環境整備産業㈱

東京鐵鋼㈱

アクトビーリサイクリング㈱

㈱宮里

㈱ツルオカ

㈱青南商事

東金属㈱
㈱高良

荒川産業㈱

(令和７年２月現在)

福岡金属興業㈱

20

㈲高山金属

㈱田中商会

ジット㈱

出所）環境省ウェブサイト、認定事業者および連絡先一覧、
https://www.env.go.jp/recycle/recycling/raremetals/trader.htmを元に作成



認定事業者の収集エリアの分布状況

21

○全国47都道府県のうち、11者以上の認定事業者が収集可能としているのは34都府県。関東・中部・近畿地域を収集エリア
としている認定事業者が多い。

岐阜県
（収集可能19者）

沖縄県
（収集可能3者）

愛知県
（収集可能20者）

京都府
（収集可能18者）

：収集可能15者以上 (13都道府県)

：収集可能11者以上14者以下 (21都道府県)

：収集可能9者以上10者以下 (11都道府県)

：収集可能8者以下 ( 2都道府県)

(令和7年2月現在)

兵庫県
（収集可能19者）

出所）環境省ウェブサイト、認定事業者および連絡先一覧、
https://www.env.go.jp/recycle/recycling/raremetals/tra
der.htm を元に作成

https://www.env.go.jp/recycle/recycling/raremetals/trader.htm
https://www.env.go.jp/recycle/recycling/raremetals/trader.htm


認定事業者の直接回収量の内訳

22

○ 認定事業者の直接回収量は、人口1人あたりでは北海道(435g/人)、中国(374g/人)、四国(269g/人)の順で多く、市町
村回収量と直接回収量の割合は、地域によりばらつきがある。

○ 直接回収量の内訳をみると、北海道以外では家電量販店経由の回収割合が最も大きい、北海道では認定事業者の拠点
に持ち込まれる割合が大きい、などの傾向が見られる。

地方別の認定事業者の直接回収量※（令和5年度）

※全市町村の人口の合計を分母とする。
※直接回収量には、事業所等からの回収（産業廃棄物）を除く。
・家電量販店経由：家電量販店等への店頭持ち込みや配送時回収の場合
・拠点持込：認定事業者の拠点等（工場、支店等）に直接持ち込まれた場合
・宅配便回収：宅配便で回収される場合（引越回収を含む）
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中国

四国

九州

家電量販店経由(g/人) 拠点持込(g/人) 宅配便回収(g/人)

(全市町村n=1,741)

計453g/人

計190g/人

計189g/人

計191g/人

計266g/人

計374g/人

計269g/人

計150g/人

直接回収※を実施している認定事業者（令和5年度）

○ (株)紅久商店
○ (株)リーテム
○ 金城産業(株)
○ トーエイ(株)
○ (株)マテック
○ ミナミ金属(株)
○ (株)エコリサイクル
○ 平林金属(株)
○ リネットジャパンリサイクル(株)
○ 安田金属(株)
○ ニッコー・ファインメック(株)
○ 豊通マテリアル(株)
○ (株)イー・アール・ジャパン
○ (株)クロダリサイクル
○ 三木鋼業(株)
○ (株)宮里
○ (株)青南商事

○ 東金属(株)
○ (株)高良
○ 荒川産業(株)
○ リバー(株)
○ 福岡金属興業(株)

出所）令和6年度認定事業者調査



４．認定事業者の取組状況（再資源化等）



認定事業者の再資源化実績

24

○ 令和5年度に認定事業者が処理した小型家電重量85,005トンのうち、

・再資源化された金属の重量は42,927トン。

・再資源化されたプラスチックの重量は11,948トン、熱回収されたプラスチックの重量は16,710トン。

・回収した小型家電の90%以上が再生利用（再資源化と熱回収）、約7％が中間処理残渣または最終処分されている。

認定事業者が引き取った小型家電の再資源化実績 主な内訳

※金属ごとに以下に示す令和6年6月1日の資源価格で試算。
鉄、アルミ、銅、真鍮：日刊市境通信社 メタル・リサイクル・マンスリー
ステンレス、金、銀、パラジウム：アルム出版社 レアメタルニュース

実績(トン)
平成

26年度
平成

27年度
平成

28年度
平成

29年度
平成

30年度
令和

01年度
令和

02年度
令和

03年度
令和

04年度
令和

05年度

回収した密閉型
蓄電池､蛍光
管､ガスボンベ､ト
ナーカートリッジの
数量

87.9 82.8 108.7 132.6 228.3 221.4 368.0 418.4 412.5 504.0

回収したフロン類
の重量

0.7 0.8 1.3 1.1 2.0 2.2 2.1 3.1 2.4 2.9

製錬業者に引き
渡した金属等の
重量

27,743 36,567 37,985 42,374 54,770 55,804 58,304 54,468 49,929 48,533

うち再資源化
された金属の
重量

22,87029,99430,35534,48545,92247,376 52,22249,08044,59042,927

再資源化された
プラスチックの重
量

1,863 2,550 2,359 2,304 3,583 5,832 7,529 10,395 10,435 11,948

熱回収されたプ
ラスチックの重量

7,781 13,612 11,816 14,063 21,720 21,292 25,301 20,455 18,699 16,710

再使用を行った
使用済小型電
子機器の重量

0 149 105 672 3,952 3,285 2,009 2,157 2,724 1,525

中間処理残渣
の重量

3,184 4,298 5,196 6,202 7,449 9,529 8,428
3,069 3,388 2,891

最終処分した
重量

4,577 3,636 2,891

合計 40,659 57,260 57,571 65,750 91,705 95,966 101,942 95,544 89,225 85,005

平成26
年度

平成27
年度

平成28
年度

平成29
年度

平成30
年度

令和元
年度

令和2
年度

令和3
年度

令和4
年度

令和5
年度

（金額換算）

鉄 20,124t26,326t 26,735t 30,145t 40,049t 41,310t 45,305t 41,372t 36,977t 36,119t
16.3 
億円

17.1%

アルミ 1,527t 2,023t 1,991t 2,325t 3,029t 3,292t 3,661t 3,628t 3,753t 3,827t
8.2 
億円

8.7%

銅 1,112t 1,469t 1,552t 1,747t 2,283t 2,297t 2,686t 3,110t 2,939t 2,211t
24.3 
億円

25.6%

ｽﾃﾝﾚｽ･
真鍮

99t 148t 206t 246t 349t 470t 525t 913t 874t 729t
2.1 
億円

2.2%

金 143kg 214kg 181kg 245kg 479kg 627kg 340kg 291kg 371kg 322kg
37.6 
億円

39.6%

銀 1,566kg2,563kg2,272kg2,646kg5,441kg4,847kg3,656kg3,450kg3,686kg3,088kg
4.6 
億円

4.8%

パラジ
ウム

14kg 21kg 19kg 17kg 18kg 20kg 24kg 25kg 25kg 38kg
1.8 
億円

1.9%

約7%

94.9億円

(参考) 各年度の資源価格で換算

＜主な金属の資源価格の変化＞

34.3
億円

21.5
億円

24.6
億円

18.9
億円

資源価格（円/kg）
令和05年6月

資源価格（円/kg）
令和06年6月

令和05年
6月比

鉄 41 45 9.2%

アルミニウム 140 215 53.6%

銅 860 1,100 27.9%

金 8,844,000 11,680,000 32.1%

銀 109,380 148,680 35.9%

パラジウム 6,460,000 4,760,000 -26.3%

48.0
億円

60.2
億円

70.4
億円

83.0
億円

85.7
億円

なお、認定事業者以外の「その他適正な者」（本資料p.6「令和5年度の使用済小型家電の排出後フロー図」参照）で処理される小型家電も存在するため、
令和5年度の、認定事業者が処理した小型家電重量85,005トンと、全国小型家電回収量86,410トンは一致しない。

出所）平成27年度～令和6年度認定事業者調査

令和5年6月の資源
価格では75.0億円



（参考）認定事業者の一般的なリサイクルフロー
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○ 収集した小型家電について、手解体により金、銀、銅を含む基板やフロン等の有害物質含有部品を除外した後、機械破砕。

○ 機械破砕後、細かな金属やプラスチックが混ざった状態で選別ラインに載せ、磁力選別により鉄系産物、渦電流選別によりアルミ

ニウム系産物、ふるい選別により銅やプラスチックを回収。

○ なお、認定事業者によって保有する設備や小型家電以外の取り扱い品目が異なるため、各社処理プロセスを工夫して、小型

家電のリサイクルを実施している状況。

○ 処理プロセスの工夫例としては、機械破砕前の有用金属含有部品（基板等）の手選別、非鉄金属、プラスチック等の高度

選別機等の導入が挙げられる。 

手解体小型家電 磁力選別
渦電流
選別

ふるい選別

有害物質
含有部品

鉄系産物
アルミ系
産物

銅等の非鉄
金属系産物

プラスチッ
ク系産物

機械破砕

基板
（金銀銅を含む）

選別ライン

【処理プロセスの工夫例】

非鉄金属、プラスチック等の高度選別機等
を導入。機械処理のため処理コストが減少、
大規模処理も可能に。

リチウム
蓄電池等



５．これまでの国の取組事例



都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト（1/3）
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○ 使用済み小型家電をリサイクルし、2020東京五輪のメダルを作製するプロジェクトである。

○ 東京五輪委員会、環境省、東京都、企業、日本環境衛生センターが連携して取り組んだ。

出所）環境省ウェブサイト、「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」におけるこれまでの取組と『アフターメダルプロジェクト』の実施について、https://www.env.go.jp/content/900513340.pdf（閲覧日：2025年2月5日）



都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト（2/3）
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○ 平成29年4月～平成31年3月の2年間に、2020東京五輪で使用する約5,000個のメダルに必要な金属量を100%回収した。

回収した小型家電は計78,985トンであった。平成30年度の小型家電回収量は10万トンを超え、確実な成果が見られた。

○ 市町村、認定事業者、アスリート、各地の商工会議所、商工会、教育機関、住民等、幅広い主体からの協力が得られた。「自

身が使用していた小型家電がオリンピックのメダルになる」という分かりやすさが、多様な関係者の参加に向けた積極的な動機付け

となったと推測される。

プロジェクト期間中に
都庁の小型家電回収受付窓口に
寄せられた住民のメッセージ

関係者の自主的な取り組みが重要な
「促進型」の小型家電リサイクル制度の中で
参加する意義を理解しやすいプロジェクト

出所）今井亮介、「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」と小型家電リサイクル概要について、Life and Environment Vol.65、No.2、2020
東京都ウェブサイト、都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト/オリンピック・パラリンピック準備局、https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/cross-efforts/tokyo-media-center/tmc-briefings/ briefing-medal、
（閲覧日：2025年2月6日）

東京都オリンピック・パラリンピック競技大会ホームページ、 、都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト一言メッセージ、
https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/taikaijyunbi/kanren/medal_project/message/index.html（閲覧日：2025年2月6日）
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○ 環境省では、メダルプロジェクトの成果をレガシーとして活用し、自治体、認定事業者等と連携した「アフターメダルプロジェクト」を実

施。

○ 取組を行う自治体等を支援するため、環境省としては、追加の回収ボックス提供、広報物品配布、普及イベント開催時の支援

等を実施。

○ 4月以降、下記のような継続した小型家電リサイクルの取組を実施。

○ その他、環境省と関係者が連携した普及・回収促進イベントの開催を予定。

出所）環境省ウェブサイト、「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」におけるこれまでの取組と『アフターメダルプロジェクト』の実施について、https://www.env.go.jp/content/900513340.pdf（閲覧日：2025年2月5日）



アフターメダルプロジェクト（普及促進方策検討事業（1/5））
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○ 「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」の成功は、関係主体の連携による相乗効果が大きな要因と推測された。

○ 上記を踏まえ、環境省が一般財団法人日本環境衛生センターに委託して行われた「令和5年度小型家電リサイクル制度の普及

促進方策等検討業務」は、消費者に対して本制度の認知向上を図るとともに、適正な排出行動を促すため、関係主体の連携に

よる普及促進の方法等の知見を整理し、普及促進方策の実効性を高めることを目的とし実施された。主な実施内容は以下のと

おりである。

⚫ モデル事業の実施支援

➢ 地域の関係主体が連携して小型家電回収を促進させることを目的に、5自治体でのモデル事業の支援。

⚫ 小型家電リサイクルの認知度向上・行動変容の促進

➢ 小型家電リサイクル制度を周知するためのリーフレットの作成・更新を実施。

⚫ 関係主体間のコミュニケーション促進に関するヒアリングの実施

➢ 再商品化事業者、小売業者、広報・情報発信企業、自治体、学識者を対象に、小型家電リサイクル制度に係る関

係主体間のコミュニケーション促進に関するヒアリングを実施。

出所）一般財団法人日本環境衛生センター、令和5年度小型家電リサイクル制度の普及促進方策等検討業務報告書、令和6年3月



アフターメダルプロジェクト（普及促進方策検討事業（2/5））
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○ 地域の関係主体（自治体、認定事業者、小売業者、製造業者、消費者等）が連携して小型家電回収を促進させることを目

的に、5自治体でのモデル事業の支援（コンサルティング及び実施費用面での支援）を行った。

○ 回収ボックスの設置や、チラシ配布・イベント開催等の普及啓発活動により、多くの自治体で小型家電回収量が増加した。

自治体名 事業内容 成果

1
愛媛県
西予市

• 回収ボックスを市役所等に設置
• 小型家電の処理工程や資源量等を可視化し、

広報活動に活用

• 過年度と比較し、排出量が約25％増加
• 今後の広報活動でも活用可能なコンテンツを作

成

2
兵庫県
川西市

• 利用率が低かった「宅配便回収」に関するチラシ
の全戸配布を実施

• 市内全戸へ70,456部のチラシを配布
• 貴重な資源をリサイクルすることへの意識付けの啓

発を達成

3
福岡県
北九州市

• 西日本最大級の環境イベント「エコライフステー
ジ」にて、市民からの小型家電回収を含む普及啓
発活動を実施

• イベント当日は小型家電446.9kgを回収
• 小型家電回収やリサイクルに関するクイズ等を通

じ、周知・啓発を達成

4
京都府
宇治市

• 玄関先での小型家電回収に関するチラシを全戸
配布

• 市のHPやSNS、ローカル新聞に掲載

• 実施後の1ヶ月平均収集量は約4,500㎏、
（通常の1ヶ月平均の5倍）を回収

• 広報をきっかけとした問合せの増加

5
山形県
米沢市

• 回収ボックスを新たに5台設置
• チラシの全戸配布等を実施

• 実施後2週間の回収量が769.1㎏（前年比
16.3倍）に増加

• 回収ボックス自体が広報媒体に

出所）一般財団法人日本環境衛生センター、令和5年度小型家電リサイクル制度の普及促進方策等検討業務報告書、令和6年3月
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○ 小型家電リサイクルの学習教材等をまとめた「小型家電リサイクル学習授業支援パッケージ」のリーフレットを更新し、周知に活用

できるよう整備した。最新のトピックであるリチウム蓄電池の正しい回収方法に関する内容を追加している。

○ 「GIGAスクール端末処分における小型家電リサイクル制度について」というリーフレットを作成し、令和6年以降に端末更新が見込

まれているGIGAスクール構想の下で整備された端末等の適切な処分に関して、全国の自治体等での周知に活用できるようにし

た。

「小型家電リサイクル学習授業支援パッケージ」
リーフレット（一部抜粋）

「GIGAスクール端末処分における小型家電リサイクル制度につい
て」リーフレット（一部抜粋）

出所）一般財団法人日本環境衛生センター、令和5年度小型家電リサイクル制度の普及促進方策等検討業務報告書、令和6年3月
環境省ウェブサイト、小型家電リサイクル学習支援パッケージ、https://www.env.go.jp/recycle/recycling/raremetals/kodenzyugyo.html（閲覧日：2025年2月5日）
環境省ウェブサイト、GIGAスクール端末処分における小型家電リサイクル制度について、https://www.env.go.jp/content/000224481.pdf（閲覧日：2025年2月5日）
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○ ヒアリング結果の概要を以下に示す。

項目 ヒアリング結果

小型家電リサイクル法の概要
と施行状況

• 小型家電の広域的で効率的な回収が実施されれば、再資源化に採算性を確保できるだろう。
• メダルプロジェクト終了後、回収量は横ばい状態が続き、目標量達成には至っていない。

小型家電の回収状況と課題

• メダルプロジェクトを機に、ボックス回収等の市民による能動的な小型家電排出量が増えている。
• 回収量を増やすには、①目的や目標値を示す、②普及啓発活動の深化・拡大と継続、③回収
拠点の増設、④市区町村と認定事業者の連携による回収方法の工夫や効率化等が必要。

• 回収手段の多様化や拠点の増設は回収量増加に寄与するが、収集運搬を担う認定事業者間
の連携により広域的なネットワークを形成し、採算性を確保する必要がある。

• 回収拠点は、立ち寄りやすい場所から始めるべき。
• 再生材を原材料に使用する規制を設け、再生材の需要と供給を操作、誘導することも考えられ
る。

• 本制度の施行当初に想定しなかった課題に対処するため、関係主体として製造事業者が加わる
べき。

• 対象とする小型家電の範囲は、社会情勢の変化に即応する判断基準の見直しが必要ではない
か。

• 高齢化が進むにつれ、宅配回収等の需要が増えるだろう。

出所）一般財団法人日本環境衛生センター、令和5年度小型家電リサイクル制度の普及促進方策等検討業務報告書、令和6年3月
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○ ヒアリング結果の概要を以下に示す。

項目 ヒアリング結果

小型家電の資源性のポテン
シャル

• 現状、小型家電の資源性のポテンシャルは高い。
• グローバル競争力強化や資源循環の観点から、資源の供給元を海外の天然鉱山から国内の都
市鉱山に転換すべき。

消費者の行動変容に繋がる
普及啓発のあり方

• 現在使用済み小型家電取引は、資源価値より金銭価値が優先されている。本来の目的である
国内資源循環や地球環境問題に関する意義が理解されるべき。

• 普及啓発には電気電子機器の使用が必須である。制度の普及による効果と懸念を整理する必
要がある。

• 使用済み小型家電を適切に排出すると、ポイントがもらえる仕組みも効果があるのではないか。
• 若年層に訴求力を持つデジタルでの普及開発も行うべき。
• メダルプロジェクトのように「自分ごと化」する観点を含めるすべき。

各都道府県・政令市教育委
員会、私立学校、教育関係
機関等への周知

• 令和５年10月に、関係省庁が各都道府県宛てに文書を発出した。①端末には金属資源が含
まれている、②端末を廃棄する際は産業廃棄物にあたり、排出事業者に処理責任がある、③無
許可業者に処理を委託した場合は不法投棄等のリスクがある旨を伝え、周知と協力を要請した。

再使用・再資源化の課題と長
期的視野による展望

• 各学校に端末を支給する際に、使用済み端末は教育に相応しい処理を行うことを担保させるべ
き。

• 関係主体に教育機関が加わり、環境教育と使用済み端末回収をセットにしても良いだろう。
• 目標回収量とは別に、金属資源の価値や脱炭素社会への貢献度もベンチマークとして検討すべ
き。

出所）一般財団法人日本環境衛生センター、令和5年度小型家電リサイクル制度の普及促進方策等検討業務報告書、令和6年3月



国による自治体向け手引き作成等の取組
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○ 環境省は、自治体における小型家電リサイクルに関する取組を支援・促進するため、以下に示す手引き等を作成、公表している。

○ 過去に自治体で実施された優良事例を横展開することを目的とした「市町村における小型家電リサイクルの改善方策検討の手

引き」や「小型家電リサイクルの促進に向けた都道府県の取組事例集」、市町村の小型家電リサイクルの収益性の把握と向上を

目的とした「市町村における小型家電リサイクルの費用便益分析ツール」がある。

名称 目的・概要

市町村における小型家電リサイクルの改善方策検
討の手引き（平成30年5月）

• 小型家電リサイクルにおける「実施市町村における一人あたり回収量の増加」や
「未実施市町村の実施促進」の課題に対し、市町村での効果的な対応策と取
組事例をまとめている。

• 市町村の取組改善の参考となることを目的としている。

市町村における小型家電リサイクルの費用便益分
析ツール（平成28年4月）
※令和4年に更新（ver1.1）

• 市町村が保有する情報を入力することで、その市町村の小型家電リサイクル事業
の費用便益を算出できる計算ツール。

• 小型家電リサイクル事業の費用便益の計算を実施したことがない市町村を主な
ターゲットとし、簡易に小型家電リサイクル事業の費用便益を計算することを目的
としている。

小型家電リサイクルの促進に向けた都道府県の
取組事例集（平成31年3月）

• 過去の都道府県における小型家電リサイクルに関する取組を整理した事例集。
• 本手引きを参考にすることで、都道府県が市区町村や再資源化事業者への支

援等に取り組み、小型家電リサイクルの促進に努めることを目的としている。

出所）環境省ウェブサイト、手引き類、https://www.env.go.jp/recycle/recycling/raremetals/index_rel.html（閲覧日：2025年2月6日）



小型家電リサイクルに関するコンサルティング事業
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○ 環境省は、平成28年から令和5年度までに全国の市区町村を対象に小型家電の回収や保管、処理等に関する課題解決に向

けたコンサルティング事業を計70自治体に対して実施している。

○ 一人当たり回収量の推移が確認できる令和元年度より以前にコンサルティング事業を実施した36自治体のうち21自治体でコン

サルティング実施後に一人当たりの小型家電の回収量が増加していることが確認できている。

○ 下図に示す長崎県長崎市、長野県安曇野市の例では、コンサルティング事業による提案メニューの実施と、その後の自主的な取

組メニューの実施により回収量が毎年増加している。

長崎県長崎市の例

• 長崎県長崎市は、平成28年度にコンサルティング事業を実施し
ており、回収ボックスでの拠点回収とピックアップ回収を開始したこ
とで、コンサルティング事業以降、毎年回収量は増加している。

• コンサルティング事業以降も、回収対象品目の拡大や周知啓発
の徹底等、独自での取り組みも追加的に実施されている。

長野県安曇野市の例

• 長野県安曇野市は、平成28年度にコンサルティング事業を実
施しており、コンサルティングによる提案を受け、小型家電を「高
品位品」は売却、「低品位品」は処理費として事業者と契約し
た。

• ごみの出し方の冊子等を配布し、周知徹底を図る等、住民への
周知にも取り組み、小型家電回収の認知度が向上した。
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経済産業省：大阪・関西万博における資源循環に関する実証・展示
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・民間企業等から提案された技術等について精査し、実証・展示候補を絞り込む。
また催事で行うミニパビリオンやイベントに関する事業者・企画者の提案会（公
募）を実施する。
・展示実施設計・調整、会場外実証準備等について、事業の実施にあたって必要
な詳細（場所、スキーム等）を、関係主体と連携し調整する。

今後の実施方針

〇実施概要
次の時代の社会デザインである「循環経済（サーキュラーエコノミー）」を実現する実証・展示を実施し、万博での取組が、レガシー
として万博後にも受け継がれるようにする。
具体的な取組としては、来場者参加型で、「ごみゼロ、食品廃棄ゼロ、ファッションロスゼロ」に官民連携で取り組み、資源循環につ
いて会場内外での実証・展示を実施する。
また催事においては、資源循環に資するミニパビリオン設置や資源循環に即したイベントを開催する。

〇実施主体：民間企業等
〇実施場所：会場内（EXPOメッ
セ、テーマウィーク等）、会場外
（関係主体との連携実証等）
〇実施期間：開催期間中

小型家電の電子基板にも
有用金属が含まれている

小型家電リサイクル法関連

展示例（小型家電解体標本）

〇万博会場においての展示
小型家電の解体標本、小型家電リサイクル法を通して
資源循環が理解できるパネル等を展示。

〇万博会場においてのワークショップ
来場者向けに小型家電(GIGAスクール端末など)の解
体といった体験企画を実施。

→サーキュラーエコノミーの必要性、小型家電に含まれる
資源の重要性についての理解を図るとともに、小型家電リ
サイクル法の普及に繋げる。

出所）内閣官房ホームページ 国際博覧会協会推進本部. https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/expo_suisin_honbu/pdf/apver7_kohyou.pdf

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/expo_suisin_honbu/pdf/apver7_kohyou.pdf
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○ 特定対象品目とは、資源性と分別のしやすさから特にリサイクルするべき品目として国が本ガイドラインにおいて指定するもの。

○ 制度対象品目とは、小型家電リサイクル法の施行令第一条に指定する28品目。

（参考）特定対象品目について

39
出所）環境省、経済産業省、使用済小型電子機器等の回収に係るガイドライン（Ver.1.2）p.8-9、平成30年6月

【特定対象品目】



（参考）認定事業者による直接回収について

40

○ 認定事業者により、多様な直接回収が実施されている。
○ 認定事業者の直接回収は、小型家電の様々な排出機会を捉え、消費者のニーズに対応し、市町村回収を補完した回収サー

ビスを提供している。

40

【小売業者による回収】 【拠点回収】

【家電量販店回収】
・買換え時の排出ニーズを的確に捕
捉し、店頭や商品配送時に小型
家電を回収。
・インターネット販売時に回収する仕
組みもある。

・認定事業者が回収拠点を設置し、消費者から小型家電を回収。
・小型家電、金属類、古紙、古着など家庭で不用になったものをワ
ンストップで引取り。

「エコニコ」：金城産業 「エコ便」：平林金属

【宅配回収】

･インターネットで回収を受け付け、
宅配業者が、希望の日時に回収の
ため消費者宅を訪問。
･市町村と協定を締結し、宅配便回
収による回収量を、市町村にフィー
ドバックしている。

【リユースショップ回収】
・リユースショップ持込時に、不要と
なった小型家電を回収。

出所）ブックオフコーポレーションホームページ
https://www.bookoff.co.jp/event/lp/electronic_compac
t.html



（参考）市町村における取組事例
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○ 住民へのごみ分別案内のため、チャットボットを導入し、住民の利便性向上とともに、市町村負担の低減に成功している事例がある。
本取組では、小型家電の回収拠点も併せて案内している。

○ 小売店と連携し、小売店に回収ボックスを設置し、小型家電の回収量増加を図っている事例がある。

＜概要＞
・チャットボットを活用し、住民にごみの出し
方を案内。
・小型家電の排出に際しては、小型家電の
回収拠点を案内。
・チャットボット導入により、消費者の利便性
向上とともに、市町村負担の低減につながっ
ている。

チャットボットの導入（横浜市） 他主体と連携している市町村

＜他主体（小売店）との連携の経緯＞
・市民向けアンケートで、半数の方がスーパーでの店頭回収を希望して
いた。
・小売店のほうから設置したいと連絡がくること もあった。（ボックスを設
置すると集客向上につながるため）
・小売店との連携にあたっては、覚書を交わし、管理と回収の責任は市
が負うこととした。

＜役割分担＞
・市はリサイクル推進のため、市民へ店頭回収をPR。

＜実績＞
・小売店と連携した結果、回収量は増加した。
・収集委託費用はかかるが、小型家電が分別された分だけ、広域組
合での不燃ごみ処理の負担金が減った。
・市民にとっては、選択肢が増えて利便性が向上。

※平成30年度市町村ヒアリングに基づき作成

＜概要＞
・市町村のホームページ
にて、小型家電リサイク
ルの回収方法として、認
定事業者の直接回収に
ついても記載。
出所）藤沢市ホームページ
（https://www.city.fujisawa.kanaga
wa.jp/kankyou-
s/kurashi/gomi/recycle/recycle/recy
clingho.html、2020年12月4日参照）

直接回収方法の掲載

市町村回収

直接
回収



（参考）小売業者の回収協力の取組
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○ 小売業者の取組としては、家電量販店、ホームセンター、スーパー等が、認定事業者や市町村と提携して小型家電の回収に
協力している事例あり。

○ 買い替えのタイミングでの回収や日常生活における利用頻度が高い場所での回収は、消費者の利便性が高く、回収量の増加
が期待される。

取組事例① 家電量販店での回収

※認定事業者と提携して、小型家電リサイクルに取り組
む家電量販店：

・ケーズデンキ （㈱リーテム）
・ジョーシン （豊通マテリアル㈱）
・エディオン （㈱イー・アール・ジャパン）
・ヤマダ電機 （東金属㈱） 
・ビックカメラ／コジマ （リネットジャパン㈱）
・ヨドバシカメラ （㈱リーテム／リネットジャパン㈱）

店頭回収 帰り便回収

取組事例② ホームセンターでの回収

取組事例③ スーパーでの回収

・市町村とスーパーが連携し、回収ボッ
クスを店舗に設置。

・公共施設の拠点に比べ、大幅な回
収の増加となっている。

・ホームセンターと認定事業者が
提携して、ホームセンター駐車場
に回収拠点を設置。

・回収にあたっては、ホームセン
ターで使用できる商品券と交換
できるポイントを付与。

出所）フジ ホームページ
https://www.the-
fuji.com/store/shop/ehime/grand_matsuyama.html



（参考）小型家電リサイクル法の認知度
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○ 小型家電リサイクルの認知度として、「取組みの意義も含めて知っていた」のは2割強であり、「聞いたことはあった」を含め
るとほぼ6割である。

○ 消費者への認知度の調査を開始した平成30年度と比較して、認知度に大きな変化は見られない。

【小型家電リサイクルの認知度】

令和6年度アンケート結果 平成30年度アンケート結果

N=3,747 N=3,747

出所）平成30年度、令和6年度消費者アンケート調査
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（参考）排出した小型家電の排出先
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○ 令和6年7月に実施した消費者アンケート調査によれば、過去1年間の消費者の小型家電の排出先は品目により傾向が異なっ
ている。

○ 例えば、ノートパソコン、デスクトップパソコンは小売店への排出がもっとも多く、ゲーム機はリサイクルショップに排出されることがもっとも
多い。 

出所）令和6年度消費者アンケート調査



（参考）都道府県毎の1人あたり回収量

45

○ 都道府県毎の1人あたり回収量にはばらつきがある。
○ 市町村回収を効果的に取り組むとともに、直接回収も組み合わせ、回収量増加を図ることも一案。

※直接回収に事業所からの回収は含まれていない
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市町村回収 直接回収

市町村回収 直接回収 合計 市町村回収 直接回収 合計 市町村回収 直接回収 合計
北海道 0.30 0.43 0.73 石川県 0.86 0.16 1.02 岡山県 1.12 0.49 1.61
青森県 0.37 0.23 0.60 福井県 0.30 0.28 0.58 広島県 0.35 0.39 0.74
岩手県 0.24 0.18 0.42 山梨県 0.54 0.12 0.66 山口県 1.59 0.24 1.83
宮城県 0.09 0.21 0.30 長野県 0.83 0.22 1.05 徳島県 0.66 0.24 0.89
秋田県 0.23 0.22 0.45 岐阜県 0.39 0.20 0.59 香川県 0.28 0.35 0.63
山形県 0.10 0.20 0.29 静岡県 0.68 0.19 0.87 愛媛県 1.35 0.31 1.66
福島県 0.37 0.12 0.50 愛知県 0.63 0.23 0.86 高知県 1.64 0.11 1.75
茨城県 0.36 0.26 0.62 三重県 0.41 0.08 0.50 福岡県 0.21 0.17 0.38
栃木県 0.60 0.16 0.76 滋賀県 0.54 0.27 0.80 佐賀県 0.52 0.19 0.71
群馬県 0.59 0.20 0.79 京都府 0.36 0.30 0.67 長崎県 0.72 0.13 0.85
埼玉県 0.42 0.18 0.60 大阪府 0.05 0.22 0.27 熊本県 0.88 0.20 1.08
千葉県 0.24 0.21 0.45 兵庫県 0.29 0.33 0.61 大分県 0.16 0.17 0.33
東京都 0.55 0.18 0.72 奈良県 0.26 0.25 0.51 宮崎県 0.07 0.13 0.19
神奈川県 0.18 0.19 0.36 和歌山県 1.16 0.24 1.40 鹿児島県 0.24 0.13 0.37
新潟県 0.56 0.15 0.71 鳥取県 0.52 0.36 0.87 沖縄県 0.23 0.04 0.27
富山県 0.69 0.16 0.84 島根県 0.35 0.26 0.61

都道府県名
1人あたり回収量（kg/人）

都道府県名
1人あたり回収量（kg/人）

都道府県名
1人あたり回収量（kg/人）

出所）令和6年度市町村アンケート調査、令和6年度認定事業者調査



（参考）市町村における人口規模・回収方法・回収量による傾向の分析

46

○ ステーションとピックアップ以外の回収方法において、人口規模が大きくなるほど1人あたり回収量が少なくなっている。

○ また、複数の回収方法を併用することで、人口規模が大きくなることによる1人あたり回収量の減少が緩和される傾向がみら
れる。

人口規模・回収方法別の1人あたり回収量
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1万人未満 542 346 842 690 1,072 1,097 1,234 868

1～3万人 392 138 905 658 1,048 874 1,077 463

3～5万人 460 347 1,351 863 38 956 1,069 656

5～10万人 314 119 1,300 413 567 664 894 342

10～20万人 196 56 - 885 - 635 696 488

20～30万人 185 164 - - 83 313 334 271

30～50万人 448 140 - 1,018 - 658 791 265

50～100万人 189 21 - 566 - 427 574 106

100万人以上 - - - - - 79 57 96

1人あたり回収量（g/人）

※単一回収：１つの回収方法を実施している市町村 複数回収：複数の回収方法を実施している市町村 出所）令和6年度市町村アンケート調査
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131 53 16 24 8 255 172 83
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7 5 0 0 1 40 27 13

5 3 0 2 0 43 32 11

3 2 0 1 0 20 14 6

0 0 0 0 0 12 6 6

ｎ数（それぞれの回収方法を実施している市町村数）
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（参考）市町村における回収方法別１人あたり回収量の分析（１/２）
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○ ボックス回収、ピックアップ回収、ステーション回収、清掃工場への持込について、各市町村の回収方法別の1人あたり年間回収量
を分析。

○ ボックス回収は、1人あたり回収量が0.1kg未満の市町村の割合が80.5%であり、1人あたり平均回収量も0.1kgと他の回収
方法に比べ、1人あたり回収量が少ない。

○ ピックアップ回収は、1人あたり平均回収量が0.6kgと比較的多いが、回収量のばらつきが大きい。ピックアップの手法・体制等
によって回収量が異なるものと考えられる。

回収方法別１人あたり※回収量の分布（令和5年度）

ボックス回収 ピックアップ回収

※各回収方法の回収量の回答があった市町村人口の合計を母数とする。

実施市町村数：619市町村
1人あたり平均回収量：0.1kg

実施市町村数：384市町村
1人あたり平均回収量：0.6kg

出所）令和6年度市町村アンケート調査
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（参考）市町村における回収方法別１人あたり回収量の分析（２/２）
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○ ステーション回収は、1人あたり平均回収量が1.1kgと最も多いが、実施には人員・コストや住民の理解・協力等が必要となる
ため、実施市町村数が比較的少ない。

○ 清掃工場等への持込みは、1人あたり平均回収量が0.6㎏と比較的多い。実施には住民の協力が必要であるが、従来の粗大
ごみ回収からの延長で実施できる市町村もあり、実施市町村数も比較的多い。

実施市町村数：251市町村
1人あたり平均回収量：0.6kg

実施市町村数：175市町村
1人あたり平均回収量：1.1kg

回収方法別１人あたり※回収量の分布（令和5年度）

※各回収方法の回収量の回答があった市町村人口の合計を母数とする。

ステーション回収 清掃工場等への持込み

出所）令和6年度市町村アンケート調査



区分 市町村数 人口(万人)

1kg以上 405 2,075

0.5kg～1kg 150 1,371

0.3kg～0.5kg 98 820

0.1kg～0.3kg 211 2,600

0.1kg未満 594 5,148

合計 1,458 12,014

市町村数

12

24

28

21

254

66

0

405小計

回収方法

ボックスのみ

ステーションのみ

ピックアップのみ

上記以外の単一回収

ステーションまたはピックアップ
を含む複数回収

上記以外の複数回収

無回答

（参考）市町村における1人あたり回収量の分布
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○ 令和5年度回収実績において、市町村回収だけで1人あたり(※)回収量が１kg以上となっているのは405市町村である一方、
0.1kg未満は594市町村である。

○ 居住人口ベースでは、1人あたり回収量が0.1kg未満の市町村（5,148万人）が43％を占めている。

○ １人あたり回収量が１kg以上の市町村が実施する回収方法の特徴としては、ステーション回収またはピックアップ回収を実
施している割合が76％と高い。

1人あたり回収量の分布 1人あたり回収量1kg以上の
市町村が実施中の回収方法

※小型家電回収を実施している市町村の人口の合計を分母とする。

76%

43%

出所）令和6年度市町村アンケート調査



（参考）回収量変化の理由
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○ 平成26年度と令和5年度の回収量が把握できた849市町村において、回収量が増加したのは541市町村（63.7％）であった。

○ 令和4年度と比較した回収量増加の理由として「理由は不明」が60.7%、「その他」が11.0％あり、その他の内容として、回収拠
点の増加、回収イベントの期間や頻度の増加、住民の認知度や意識の向上、認定事業者との連携等が挙げられた。

○ 令和4年度と比較した回収量減少の理由として「理由は不明」が78.8%、「その他」が20.1％あり、その他の内容として、廃棄物
量の減少や人口減少、自己搬入が事前予約制になり搬入量が減ったため、前年度は災害によるごみ増加だったため、家庭内の
片付けが落ち着いたため等が挙げられた。

平成26年度と比較した小型家電回収量の変化 令和4年度と比較して回収量が増加した市町村の増加理由

令和4年度と比較して回収量が減少した市町村の減少理由

出所）平成27年度、令和6年度市町村アンケート調査
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（参考）環境省補助事業
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（参考）経済産業省:高度循環型システム基盤構築
【NEDO事業名】高度循環型システム構築に向けた廃電気・電子機器処理プロセス基盤技術開発

52

○ 成長志向型の資源自律経済加速化事業における資源自律経済システム開発促進事業の一部 
○ 令和7年度予算案額：25億円の内数 ※令和６年度予算：15億円

事業・プロジェクト概要

研究開発項目①資源循環性高度化プロセス技術開発
廃家電製品の多様な資源循環ルートへの対応に貢献す
る技術として、廃製品の（1）製品解体システム開発お
よび（2）再生材多様化に向けた革新的選別システム
開発を実施。

研究開発項目②情報連携システム開発
再生材流通の基盤技術確立に向け、製品処理プロセス
を含めた総合的な情報連携による循環性の向上を目指
し（1）データベース構築支援に向けた高度分析・計測
システム開発および（2）再生材流通高度化に向けた基
盤技術開発を実施。

研究開発内容

世界経済の成長に伴う国際的な資源循環需要の増加や、

地球温暖化をはじめとする環境問題の深刻化を背景として、
線形経済から循環経済への転換が求められている。我が国
は資源を海外に依存しており、資源自律経済確率のため、
廃製品の確実な再生利用を前提とする循環経済への移行
が必須。
本事業では、多様な廃家電製品を対象に、貴金属、銅、
レアメタル、ベースメタルプラスチック等の資源を余すことなく循
環利用が可能となる基盤技術を確立することで、経済活動
と環境負荷低減を両立した循環経済関連産業の創出・成
長促進を目指す。

事業期間

令和５年度から令和９年度までの５年間の事業。

出所）NEDOホームページ. https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100242.html
経済産業省ホームページ.令和7年度経済産業省予算案のPR資料一覧:エネルギー対策特別会計.https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2025/pr/pdf/pr_energy.pdf#page=33

https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100242.html


（参考）経済産業省：NEDO懸賞金活用型プログラム／LiBの回収システムに関する研究開発
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○ NEDO懸賞金活用型プログラムとは、将来の社会課題解決や新産業創出につながるシーズ・解決策を募るコンテスト形式の研究
開発事業。

○ リチウムイオン蓄電池（LiB）が回収物に混入することで発生する廃棄物処理・リサイクル現場等での火災・事故等に対し、処理
工程における安全性を高めつつ作業の円滑化に資する取組みに対し懸賞金を供するコンテストを2024年度に実施。

⚫ 誤ったごみ区分に混入したLiB、LiB使用の
小型製品を処理工程に入る前に検知する装置。
⚫ 検知によりLiBの発煙・発火を防ぎ、
資源物として選別することを可能にする。
⚫ 1位は株式会社PFU／株式会社IHI検査計測

⚫ LiBの回収・運搬・処理工程での発火危険性を
回避・無効化するための装置。
⚫ 発火能力を低下させた状態のLiBのみを選択的に
受け入れる、あるいは、発火能力の有無にかかわらず
回収したLiBを放電、電解液除去等により発火能力を
無効化し、安全なリサイクル資源とする。
⚫ 1位は株式会社電知

懸賞金は受賞者が申請したコストに応じる

社会課題となっているLiBが押しつぶされ

ショート・発火するイメージ
自治体のごみ処理施設（破砕機）で

LiB発火の様子（埼玉県坂戸市 提供）

（左）放電診断機：電池の状態
を診断し、放電処理を行う。（右）
安全運搬ボックス：耐熱・耐圧性。
内部で発熱を感知すると消火機構
が作動する。

【テーマ1】

LiB検出装置（ポータブル・設置型）

【テーマ2】

LiB発火危険性の回避・無効化装置

出所）NEDOホームページ.https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100268.html／NEDO Challenge Li-ion Battery2025.https://www.lithium-ion-battery-challenge.nedo.go.jp/application.html#moveA
（公財）日本容器包装リサイクル協会.https://www.jcpra.or.jp/municipality/dangerous/tabid/757/index.php

https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100268.html
https://www.lithium-ion-battery-challenge.nedo.go.jp/application.html#moveA
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